
設立趣意書

2015 年 12 月に採択されたパリ協定を受け、金融業界において気候変動が投

融資先の事業活動に与える影響を評価する動きが広まっています。特に長期的

な投資を行う機関投資家（年金基金、保険会社等）では、ESG 投資が急速に拡

大しています。

このような中で、G20 財務大臣及び中央銀行総裁の意向を受け、金融安定理

事会（FSB）が設置した「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD; Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures）は 2017 年 6 月に最終報告書

（以下「TCFD 提言」）を公表しました。また、経済産業省では、「気候関連財務

情報開示に関するガイダンス（TCFD ガイダンス）」を 2018 年 12 月に公表する

など、我が国においても TCFD 提言への対応に向けた機運が高まっています。 

こうした動きは、環境問題への対応に積極的な企業に、世界中から資金が集ま

り、次なる成長へと繋がる「環境と成長の好循環」の実現にとって重要です。

そのため、TCFD 提言へ賛同する企業や金融機関等が一体となって取組を推

進し、企業の効果的な情報開示や、開示された情報を金融機関等の適切な投資判

断に繋げるための取組について議論する場として「TCFD コンソーシアム」を

設立します。

TCFD コンソーシアムを通じて、効果的な情報開示の在り方が活発に議論さ

れることを期待するとともに、このような取組がグローバル市場においても評

価されるよう、国際的な議論への参加や情報発信にも積極的に取り組んでいき

ます。
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